
バックヤード
（スタッフのみ）利用居室

女子トイレ

男子トイレ

13 出入口【1】

13 出入口【1】

車椅子対応
トイレ
4 便所

廊下

玄関
ホール

利用居室

13 出入口【1,2】

13 出入口【1,2】 13 出入口【1】

事務室
（スタッフのみ）

10 案内設備
16 カウンター等

利用居室

風除室

2 階段

13 出入口【1,2】

8-2
EV等

3 傾斜路【1,2】
2 階段

13 出入口【1,2】
13 出入口
【1】

風除室

戸
1 廊下等
【1】

3 傾斜路【1】

2 階段
出入口（スタッフのみ）

バックヤード
（スタッフのみ）

避難階段
（非常時のみ）

利用者の用
に供する
駐輪場

利用者用
駐車場

車椅子使用者用
駐車施設

7 駐車場等【1】

車寄せ
（高齢者、障害者等優先停車施設）

7 駐車場等【2】

スタッフ出入口利用者出入口移動等円滑化経路出入口
視覚障害者移動等円滑化経路出入口

道路境界線

敷
地
境
界
線

敷
地
境
界
線

敷地境界線

廊下

12
育児用施設

利用居室

女子トイレ

男子トイレ

13 出入口【1】

13 出入口【1】

廊下

ホール
（利用居室としての利用がある場合）

利用居室

13 出入口【1,2】

13 出入口【1,2】 13 出入口【1,2】

利用居室

2 階段

8-2
EV等

廊下

17 休憩設備

利用居室

利用居室

利用居室

13 出入口【1,2】

13 出入口【1】

13 出入口【1,2】

埼玉県福祉のまちづくり条例
イメージ図

建物内の移動等円滑化経路（ 1 廊下等 【2】、8-1 移動等円滑化経路 ほか）

建物外の移動等円滑化経路（ 6 敷地内の通路 【2】、8-1 移動等円滑化経路 ほか）

利用者の用に供する廊下等（ 1 廊下等 【1】 ほか）

利用者の用に供する敷地内の通路（ 6 敷地内の通路 【1】）

点状ブロック等（ 1 廊下等 、2 階段 、3 傾斜路 、11 視覚障害者移動等円滑化経路 ）

標識（ 9 標識 ）

※ は整備項目表（建築物）の該当箇所を示しています。

※利用者の用に供しない部分は グレー で塗り潰す等、明示いただくようお願いいたします。

熊谷建築安全センター
熊谷本所 TELL：048-533-8776
秩父駐在 TELL：0494-22-3777

2F平面図

配置図・1F平面図

13 出入口【1】13 出入口【1,2】

戸 1 廊下等【1,2】

道路

避難階段（非常時のみ）

1 廊下等【1】②

段 6 敷地内の通路【1】

13 出入口【1】

※本資料は質問の多い整備項目を参考図化したものです。福祉のまちづくり条例施行規則別表第二の

明示すべき事項を網羅しているものではないため、必ず同別表第一の整備基準及びガイドブックをご確認ください。

傾斜路 6 敷地内の通路【1,2】 傾斜路 6 敷地内の通路【1】

段 6 敷地内の通路【1】


